
沖ト協発第１８７号 

令和７年３月１２日 

 会 員 各 位 

 

公益社団法人沖縄県トラック協会  

会 長  新城 英一   

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

令和７年度沖縄県トラック協会長表彰候補者のご推薦について 

（お願い） 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、当協会におきましては、本会の運営並びにトラック運送事業の発展に寄与した

方々の功績を讃える目的により、標記表彰を実施することになりました。 

 つきましては、別紙表彰規程に基づき、貴事業者の該当者を４月１１日（金）迄にご

推薦頂きますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

○提出書類： 

１．「功績調書」 ※必須 

２．「履歴書」  ※必須 

３．「その他審査の参考となる書面（表彰状、感謝状等の写し）」 ※任意 

 

各１部 ※表彰規程 第５条 

 

※推薦に必要な「功績調書」及び「履歴書」はＷｏｒｄデータがございますので、沖

縄県トラック協会ホームページ「最新情報一覧」からダウンロードしていただくか、

または下記までメールにてお求めください。また、ご提出される場合もＷｏｒｄデ

ータをメールに添付していただきますようご協力お願い致します。 

 

お問い合わせ先・ご提出先メールアドレス： 

（公社）沖縄県トラック協会 業務課  TEL 098-863-0280  

      ﾒｰﾙ ota.gyoumu@okitora.or.jp 



公益社団法人沖縄県トラック協会  
 

表 彰 規 程 
 
 
（表彰の目的） 
 
第１条 この規程は、本会の運営並びにトラック運送事業及び運送取扱事業の健全な発 
 
   展に寄与するとともに、当該事業の社会的地位の向上に貢献した者の功績を讃え 
 
   表彰することを目的とする。 
 
（表彰者） 
 
第２条 この規程に定める表彰は、沖縄県トラック協会会長（以下、「会長」という。） 
 
   の名により行う。 
 
（表彰の種類） 
 
第３条 表彰の種類は、次のとおりとする。 
 
      (１)感謝状 
 
      (２)表彰状 
 

２  表彰には副賞を付与することができる。 
 

３  感謝状は、次の者に贈呈する。 
 
      (１)本会の会員並びに会員事業の役員 
 
      (２)本会の役員 
 

４  表彰状は、次の者に贈呈する。 
 
      (１)本会の会員事業所の運転者及びその他の従業員 
 
      (２)本会の職員 
 
（被表彰者の選考基準） 
 
第４条 被表彰者は、次の基準により選考するものとする。 
 
      (１)本会の会員並びに会員事業の役員として１０年以上その業務に精励し、当該 
 
    事業の発展に寄与し、その功績が顕著な満４０歳以上の者 
 
      (２)本会の役員として１０年以上その業務に精励して本会の発展に寄与し、その 
 
    功績が顕著な満４５歳以上の者 
 
      (３)本会の会員事業所並びに運転者及びその他の従業員で、次に掲げる者 
 
          ア 運転者にあっては、同一事業所に２０年以上勤務し、その間勤務成績が 
 
      優秀な者 
 
          イ 従業員（運転者を除く。）にあっては、同一事業所に１５年以上勤務し、 
 
      その間勤務成績が優秀な者 
 
          ウ 全国競技大会において入賞するなど、本会又は本会の会員事業の社会的 
 
      評価を高めた者 
 
          エ 危難をかえりみず職責を遂行し、又は重大な事故を未然に防止し、その 
 
      功績が顕著な者 
 
          オ 有益な発明、考案、改良又は研究を行い、運送事業に著しい貢献をした 
      者 



 
      (４)本会の職員として、２０年以上勤務し、その間勤務成績が優秀な者 
 

２    前項各号の期間の算定は、毎年４月末日をもって行うものとする。 
 
（被表彰者の推せん） 
 
第５条 被表彰者の推せんをしようとする会員は、毎年４月末日までに次に掲げる書類 
 

   １部を添え、支部経由で会長に推せんするものとする。但し、各支部の推薦枠は 

 
   役員２名以内、従業員２名以内とする。 
 
      (１)功績調書（別紙様式第一） 
 
      (２)履歴書 
 
      (３)その他参考資料 
 
（被表彰者の選考等） 
 
第６条 被表彰者は理事会で選考の上決定し、表彰する。 
 
（特 例） 
 
第７条 第４条に掲げる選考基準のほか、本会の運営又はトラック運送事業及び運送取 
 
   扱事業の社会的、経済的地位の向上に寄与したと認められる者があったときは、 
 

   前条の規定にかかわらず会長はこれを表彰することができる。 

 
 
 
                                附      則 
 
 
１．この規程は、平成１０年６月１日から施行し、平成１０年６月１日から適用する。 
 
１．この規程は、平成１１年４月１日から実施する。 
 
１．この規程は、平成１３年７月１０日から実施する。 
 
１．この規程は、平成２５年４月１日から実施する。 
 
１．この規程は、平成２８年４月１日から実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第一 

 

（ 協会役員 ・ 事業役員 ・ 運転者 ・ 従業員 ・ 協会職員 ） 

 

令和  年  月  日 

 

公益社団法人沖縄県トラック協会長 殿 

                                        住  所   

                     事業者名   

                     代表者名                     印 

（所属支部：      ） 

被表彰候補者の功績調書 

推せん順位  

ふりがな  

氏  名  

生年月日  

職  名  

運転免許証番号  

学  歴 

 

職  歴 

 

賞  罰 

勤務成績 

性格素行 

その他参考事項 

 

 



 
 

履  歴  書 
 

 
 

   本 籍           沖縄県 

   現住所（〒   -    ）沖縄県 

 
                                                 (ふりがな) 

                                                氏  名   
 
                                                生年月日    昭和  年  月  日 
 
 
 
１．学 歴 

 
     昭和  年  月  日                卒業 
 
 
２．職 歴 

 
     (1)業 歴 
 
      自 昭和  年  月  日  
        至 昭和  年  月  日  
 

      自 昭和  年  月  日  
        至 現在 
 
 
    (2)団体歴    
 
      自 平成  年  月  日  
        至  平成  年  月  日  
 
      自 平成  年  月  日  
        至  現在 
 

 
 
３．賞 罰 

 
    平成  年  月  日               受賞 
 
    平成  年  月  日               受賞 
 
 


